
各年度決算額（平成28年度は決算見込み額）
区　　　　　　分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

① 歳 入 総 額 12,328,301 12,285,093 12,388,137 14,002,566 13,865,599
② 歳 出 総 額 11,937,210 11,853,401 12,020,412 13,891,347 13,520,601
③ 収 支 差 引（ ① − ② ） 391,091 431,692 367,725 111,219 344,998
④ 基 金 繰 入 額 0 0 0 0 0
⑤ 財 政 支 援 繰 入 額 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
⑥ 前 年 度 繰 越 金 312,701 391,091 431,692 367,725 111,219
⑦ 基 金 積 立 金 44 160 158 157 146
⑧ 公 債 費 0 0 0 0 0
⑨ 単 年 度 収 支

③−（④+⑤+⑥）+⑦+⑧ △ 171,567 △ 209,239 △ 313,809 △ 506,348 △ 16,075
⑩ 基 金 残 高 200,044 200,204 200,362 200,519 200,665

単位：千円

　

日
本
で
は
、
病
気
や
け
が
を
し

た
と
き
に
、
安
心
し
て
医
療
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
に「
国
民
皆
保

険
」が
制
度
化
さ
れ
、
何
ら
か
の

公
的
保
険
へ
の
加
入
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
国
民
健
康
保
険

（
以
下「
国
保
」）は
そ
の
中
の
一
つ

で
、
市
町
村
が
運
営
し
て
い
る
保

険
で
す
。
現
在
、
本
市
全
体
の
２

割
強
の
方
が
国
保
加
入
者（
被
保

険
者
）で
す
。

　

近
年
、
高
齢
化
や
景
気
の
低
迷

な
ど
に
よ
り
、
国
保
税
は
減
収
の

傾
向
に
あ
り
ま
す
。
一
方
、
医
療

費
の
伸
び
に
よ
り
保
険
給
付
費
は

増
加
し
て
お
り
、
大
変
厳
し
い
財

政
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
来
、
国
保
に
係
る
経
費
は
、
国

な
ど
か
ら
の
補
助
金
と
被
保
険
者

か
ら
の
保
険
税
に
よ
っ
て
賄
わ
れ

る
も
の
で
す
が
、
本
市
で
は
、
被

保
険
者
の
税
の
負
担
を
少
し
で
も

軽
減
す
る
た
め
、
一
般
会
計
か
ら

財
政
支
援
を
行
う
な
ど
の
対
策
を

行
っ
て
い
ま
す
。
医
療
費（
保
険

給
付
費
）も
、
今
後
ま
す
ま
す
増

え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
医

療
機
関
を
受
診
す
る
際
は
、
適
正

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

その他の収入 65,517千円繰越金 111,219千円

国保税
1,695,322千円

国の負担金
3,208,112千円

県の負担金
572,196千円

他会計繰入金
1,074,985千円

退職者交付金
322,919千円

共同事業交付金
3,207,477千円

前期高齢者交付金
3,607,852千円

諸支出金 158,363千円

共同事業拠出金
3,233,535千円

前期高齢者納付金
873千円
老人保健拠出金
44千円
その他の支出
17,463千円

保険給付費
8,289,409千円

保健事業費など
160,976千円

介護納付金 467,804千円
後期高齢者支援金 1,192,134千円

歳出
決算見込み額

歳入
決算見込み額

歳入（総額13,865,599千円） 歳出（総額13,520,601千円）

すぐにできる医療費の適正化！ジェネリック医薬品を利用しましょう。

本
市
の
国
民
健
康
保
険
の
状
況

　

現
在
の
国
保
は
、
市
町
村
ご
と
に
運

営
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
年
齢
構
成
が
高

く
医
療
費
水
準
が
高
い
」「
所
得
水
準
が

低
く
保
険
料
の
負
担
が
重
い
」な
ど
の
構

造
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
平
成
30
年
４
月
か
ら
は
、
都
道

府
県
が
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
な
り
、

安
定
的
な
財
政
運
営
や
効
率
的
な
事
業

の
確
保
な
ど
、
国
保
運
営
の
中
心
的
な

役
割
を
担
い
、
制
度
の
安
定
化
を
目
指

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
平
成
30
年
４
月
か
ら
の
変
更
点

・ 

資
格
の
取
得
・
喪
失
は
都
道
府
県
単
位
に

　

�　

県
内
の
他
市
町
村
に
住
所
が
変
わ
っ

た
場
合
で
も
、
国
保
の
資
格
の
取
得
・

喪
失
は
生
じ
ま
せ
ん
。

　

�　

た
だ
し
、
他
の
都
道
府
県
へ
住
所
が

変
わ
っ
た
場
合
に
は
、
従
来
ど
お
り
国

保
の
取
得
・
喪
失
が
生
じ
ま
す
。

・
高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当
が
県
単
位
で
通
算

　

�　

県
内
の
他
市
町
村
へ
の
転
出
な
ど
で

あ
れ
ば
、
高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当

は
通
算
さ
れ
、
加
入
者
の
経
済
的
な
負

担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

・
被
保
険
者
証
の
様
式

　

�　

県
も
国
保
の
保
険
者
と
な
る
こ
と
に
伴

い
、
被
保
険
者
証
の
様
式
が
変
わ
り
ま
す
。

　

＊�

新
た
な
被
保
険
者
証
へ
の
切
り
替
え
時

期
は
、
通
常
の
更
新
時
期
で
あ
る
平
成

30
年
８
月
１
日
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

・
国
保
税
の
算
定
方
法

　

�　

県
が
示
す
標
準
保
険
料
率
な
ど
を
参

考
に
保
険
料
率（
保
険
税
率
）を
決
定
す

る
た
め
、
国
保
税
の
算
定
方
法
が
変
わ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●国保の被保険者数と国保税
　平成28年度の被保険者数は、年間平均で２万1,782人
となり、前年度より848人、約3.7％減少しました。これは、
75歳到達により、1,064人が国保から後期高齢者医療制
度へ移行したことが主な要因です。なお、本市の人口に占
める国保の加入割合は約21.9％となっています。
　また、これに伴う国保税の収納額（現年課税分）は約15
億6,630万円で、前年度より4,674万円、約2.9％の減少
となっています。

●療養諸費と１人当たりの医療費
　平成28年度の本市国保における療養諸費の総額は、約
70億6,779万円で、前年度より２億4,260万円、3.3％減
少しました。
　一方、１人当たりの医療費は約32万4千円で、前年度よ
り約1千円、約0.3％増加しており、全国平均より高い水
準となっています。
　加入者一人一人の負担を減らすためにも、日頃の生活を
見直し、医療費を有効に使うことが大切です。

●「かかりつけ医」は、あなたの健康のパートナーです
　日常的な診療を行ってくれる身近な医師のことを「かか
りつけ医」と呼んでいます。「かかりつけ医」は、あなた
が何でも気軽に安心して相談できる力強い「健康パート
ナー」です。あなた自身と家族の健康のために、身近に「か
かりつけ医」を持ちましょう。また、普段の健康管理や日
常的な病気の治療の場合は、その「かかりつけ医」で受診
しましょう。

●「かかりつけ薬局」を持って、薬をより安全で有効に！
　患者は、どこの病院にかかっていても、処方箋があれ
ば薬局を自由に選ぶことができます。いつも利用する薬
局、すなわち「かかりつけ薬局」を持つことで、薬歴（薬の
服用の記録）を総合的に管理できる利点があります。
　これにより、薬の飲み合わせなどによる副作用を未然
に防止できるほか、薬の飲み忘れや気掛かりなことなど、
気軽にアドバイスや健康情報を受けることができます。
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7,310,3977,310,397
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H28H27H26H25H24

国
保
制
度
が
変
わ
り
ま
す

平成30年
４月から

制度見直しにおける都道府県と市町村の主な役割分担
都道府県 市町村

・財政運営の責任主体 ・�国保事業費納付金を
都道府県に納付

・�国保運営方針に基づ
き、事務の効率化、標
準化、広域化を推進

・�国保資格を管理（被保
険者証などの発行）

・�市町村ごとの標準保
険料率を算定・公表

・�標準保険料率などを参
考に保険料率を決定
・保険料の賦課・徴収

・�市町村への保険給付
費等交付金の支払い ・保険給付の決定・支給

　
市
町
村
国
保
の
財
政
運
営
の
仕
組
み

は
変
わ
り
ま
す
が
、
医
療
の
受
け
方

は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
被
保
険
者
証
な
ど
の
各
種
届
出
の

窓
口
、
保
険
給
付
の
申
請
、
保
険
税
の
納
付

に
関
す
る
こ
と
な
ど
は
、
従
来
ど
お
り
本
市

の
窓
口
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

保険給付に必要な
費用を、全額、各市
町村に支払う
（交付金の交付）

保険給付に必要な
費用を、全額、各市
町村に支払う
（交付金の交付）

都道府県が市町村
ごとに決定した国
保事業費納付金を
市町村が納付

都道府県が市町村
ごとに決定した国
保事業費納付金を
市町村が納付

運営方針の策定
（都道府県内の統一的方針）
運営方針の策定
（都道府県内の統一的方針）

都道府県

Ａ市

Ｂ町

Ｃ村

＊�「財政支援繰入額」とは、本市の一般会計（市の一般的な事業に係る会計）から国保事業特別会計へ財政支援
を行った額です。
＊�「単年度収支」とは、単年度の歳入から歳出を差し引いた額で、前年度繰越金や赤字補てんのための繰入金
などを除いた額です。四捨五入の関係上、数値が合わない場合があります。
＊平成28年度の見込み額は、約1,607万円の赤字となっており、前年度より改善しています。

かかりつけ医・薬局を持ちましょう４

３ 医療機関などの受診に関する年度別推移

国保事業特別会計の推移＜単年度収支の状況＞２

国保事業特別会計＜歳入・歳出＞（平成28年度決算見込み額）１
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